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第２回
４月16日

第３回
５月20日

第５回
６月24日

●
直
鞍
１
市
２
町
合
併
協

議
会
の
設
置

（
賛
成
13
・
反
対
２
で
可
決
）

５
月
20
日
、
直
鞍
合
併
協

議
会
の
廃
止
が
議
決
さ
れ
て

以
降
、
新
た
な
合
併
の
取
り

組
み
、
枠
組
み
に
つ
い
て
関

係
市
町
と
協
議
を
重
ね
、
本

町
と
直
方
市
及
び
小
竹
町
の

首
長
に
お
い
て
、
１
市
２
町

の
枠
組
み
で
合
併
を
目
指
す

こ
と
で
合
意
に
達
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
直
鞍
１
市

２
町
合
併
協
議
会
の
設
置
が

提
案
さ
れ
可
決
し
ま
し
た
。

●
合
併
協
議
会
の
負
担
金

を
計
上

（
賛
成
13
・
反
対
２
で
可
決
）

直
鞍
１
市
２
町
の
合
併
に

向
け
た
法
定
協
議
会
設
置
の

た
め
、
負
担
金
と
し
て
、
６

８
２
万
４
千
円
を
計
上
し
ま

し
た
。

●
直
鞍
１
市
２
町
合
併
に

関
す
る
特
別
委
員
会
の

設
置

（
賛
成
13
・
反
対
２
で
可
決
）

直
鞍
１
市
２
町
合
併
協
議

会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、こ
れ
ま
で
枠
組
み
に
つ
い

て
の
協
議
を
行
な
っ
て
来
た

市
町
村
合
併
対
策
特
別
委
員

会
を
廃
止
し
て
、新
た
に
特

別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

委
員
長
　
　
吉
田
　
　
悟

副
委
員
長
　
竹
内
　
利
一

委
員
　
　
　
議
長
を
除
く

他
の
議
員

●
直
鞍
合
併
に
関
す
る
特

別
委
員
会
を
廃
止

直
鞍
合
併
協
議
会
の
設
置

に
伴
い
、
町
議
会
で
特
別
委

員
会
を
設
け
て
協
定
項
目
等

に
関
す
る
協
議
を
行
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
直
鞍
合
併
協

議
会
が
廃
止
と
な
っ
た
た
め
、

こ
の
特
別
委
員
会
も
廃
止
し

ま
し
た
。

●
市
町
村
合
併
対
策
特
別

委
員
会
の
設
置

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

１
市
４
町
の
合
併
が
崩
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
方

向
性
・
枠
組
み
等
を
見
出
す

た
め
、
市
町
村
合
併
対
策
特

別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し

た
。委

員
長
　
　
仲
野
　
　
守

副
委
員
長
　
岡
　
　
邦
博

委
員
　
　
　
川
野
　
高
實

竹
内
　
利
一

織
田
三
千
雄

福
本
　
博
文

●
町
国
保
税
条
例
の
改
正

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
理
由
）

土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
他

の
所
得
と
の
損
益
通
算
及
び

長
期
譲
渡
所
得
の
１
０
０
万

円
特
別
控
除
の
廃
止
の
た

め
。

●
請
負
契
約
の
締
結

特
定
地
域
開
発
就
労
事
業

八
尋
・
長
谷
・
室
木
線
道
路

改
良
工
事
（
１
工
区
）

相
手
方

三
新
建
設

代
表
者
　
三
坂
　
隆
太

契
約
金
額

６
３
２
９
万
７
３
６
０
円

特
定
地
域
開
発
就
労
事
業

白
水
〜
大
谷
線
道
路
改
良
工

事相
手
方

白
川
総
合
建
設
（
株
）

代
表
取
締
役
　
白
川
　
照
文

契
約
金
額９

６
５
７
万
９
千
円

●
固
定
資
産
評
価
員

熊
井
照
明
氏
（
税
務
課
長
）

に
同
意

●
町
税
条
例
の
改
正

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

（
主
な
改
正
点
）

・
個
人
住
民
税
の
均
等
割
の

税
率
の
引
き
上
げ
及
び
均

等
割
、
所
得
割
の
限
度
額

の
引
き
下
げ
。

・
生
計
を
一
に
す
る
妻
に
対

す
る
非
課
税
措
置
を
廃

止
。

・
土
地
譲
渡
益
課
税
の
改
正

・
年
金
税
制
、
公
的
年
金
等

の
65
歳
以
上
の
者
へ
の
上

乗
せ
措
置
や
老
年
者
控
除

の
見
直
し
等

・
固
定
資
産
税
の
制
限
税
率

の
廃
止

●
直
鞍
合
併
協
議
会
の
廃
止

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

平
成
15
年
４
月
25
日
に
設

置
以
来
、
新
し
い
町
づ
く
り

を
目
指
し
て
新
市
建
設
計
画

の
策
定
を
始
め
、
慎
重
に
協

議
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

若
宮
町
、
宮
田
町
が
本
協
議

会
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
に
よ

り
、
平
成
16
年
５
月
７
日

（
第
12
回
）
合
併
協
議
会
で

解
散
廃
止
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
直
鞍

合
併
協
議
会
の
廃
止
が
提
案

さ
れ
可
決
し
ま
し
た
。

●
合
併
協
議
会
へ
の
負
担

金
を
減
額

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

直
鞍
合
併
協
議
会
の
廃
止

に
伴
い
、
負
担
金
３
１
４
万

９
千
円
を
減
額
し
ま
し
た
。

臨　時　会

合
併
と
い
う
手
段
で
行

政
基
盤
を
強
化
す
る
と
同

時
に
、
行
財
政
運
営
の
効

率
化
、
シ
ス
テ
ム
化
を
図

り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
の
課
題
を
克
服
す
る
自

立
心
が
な
け
れ
ば
良
い
郷

土
づ
く
り
は
で
き
な
い
の

で
賛
成
す
る
。

賛

討
論

成

反

討
論

対

政
府
は
合
併
推
進
方
針
を
決
定

し
、
そ
れ
を
市
町
村
に
押
し
付
け
、

更
に
は
三
位
一
体
改
革
に
よ
り
、

地
方
へ
の
財
政
支
出
を
大
幅
に
削

減
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に

何
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。
自

分
の
町
を
自
分
の
手
で
な
く
し
、

文
化
歴
史
も
捨
て
て
し
ま
う
よ
う

な
合
併
に
反
対
す
る
。




